
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
事
業
者
に
よ
る
表
示
及
び
文
書
の
作
成
等
）

第
四
条

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
表

示
を
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
の
化
学
物
質
等
の
取
扱
い
に
支
障
が
生
じ
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
表
示
が
困
難
な
場

合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

当
該
容
器
等
に
名
称
及
び
人
体
に
及
ぼ
す
作
用
を
表
示
し
、
必
要
に
応

じ
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
十
四
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
標
章
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
百
五
十
一
号
）
に
お
い
て
定
め
る
絵
表
示
を
併
記
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

４
・
５

（
略
）

６

事
業
者
は
、
第
二
条
第
三
項
又
は
則
第
二
十
四
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
通
知
を
受
け
た
と
き
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
（
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
準
用
す
る
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
表
示
及
び

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
る
措
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
し
、
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
掲
示
を
し
た
場
合
で
あ
っ

て
当
該
表
示
若
し
く
は
掲
示
に
係
る
表
示
事
項
等
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
、

又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
を
作
成
し
た
場
合
で
あ
っ
て
当
該
文
書
に
係

る
則
第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
通
知
、
当
該
表
示
事
項
等
の
変
更
又
は
当
該
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
書
換
え
を
行
う
も
の

と
す
る
。

（
事
業
者
に
よ
る
表
示
及
び
文
書
の
作
成
等
）

第
四
条

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
表

示
を
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
の
化
学
物
質
等
の
取
扱
い
に
支
障
が
生
じ
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
表
示
が
困
難
な
場

合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

当
該
容
器
等
に
名
称
を
表
示
し
、
必
要
に
応
じ
、
労
働
安
全
衛
生
規
則

第
二
十
四
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
標
章
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
一
号
）
に
お

い
て
定
め
る
絵
表
示
を
併
記
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

４
・
５

（
略
）

６

事
業
者
は
、
第
二
条
第
三
項
又
は
則
第
二
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
通
知
を
受
け
た
と
き
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
（
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
準
用
す
る
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
表
示
及
び

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
る
措
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
し
、
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
掲
示
を
し
た
場
合
で
あ
っ

て
当
該
表
示
若
し
く
は
掲
示
に
係
る
表
示
事
項
等
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
、

又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
を
作
成
し
た
場
合
で
あ
っ
て
当
該
文
書
に
係

る
則
第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
通
知
、
当
該
表
示
事
項
等
の
変
更
又
は
当
該
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
書
換
え
を
行
う
も
の

と
す
る
。


